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岩手労働局

岩手地方最低賃金審議会 御 中

2022(令 和 4)年 6月 27日

岩手弁護士会

会 長 長 谷 川

会長声明の送付について

当会は、別紙のとお り『最低賃金額の引上げと全国一律最低賃金制度の実施

を求める会長声明』を発表いたしましたので送付申し上げます。

以 上
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最低賃金額 の引上 げと全国一律最低賃金制度 の実施 を求める会長声明

長期 に及ぶ新型 コロナ ウイルスの感染 まん延 によ り、働 く者 の収入が減少

している。2021年 10月 の公益財団法人連合総合生活開発研究所 の調査

によれば、 1年前 と比較 した現在 の賃金収入 について、「かな り増 えたJ又

は「やや増 えた」 と回答 した者 が 19.3パ ーセ ン ト、「やや減 ったJ又 は

「かな り減 った」 と回答 した者が 28.6パ ーセ ン トであった。また、 1年

前 としヒ較 した世帯収入 について、「かな り増 えた」又 は「やや増 えた」 と回

答 した者 が 16.6パ ーセ ン ト、「やや減 った」又 は「かな り減 ったJと 回

答 した者が 30.7パ ーセ ン トに及んでい る。さらに、ロシアのウクライナ

侵攻の影響 もあ り、食料品や光熱費な ど生活関連品の価格 は 1年 前 に比べて

3%も 上昇 し、これ に金融の量的緩和が もた らす異常円安が追 い打ちをかけ

てい る。

2021年 度 の最賃 は全国加重平均で時給 930円 、年収でお よそ 170

万円 とまさにワーキングプアの水準 にある。労働者 の生活 を守 り、新型 コロ

ナ ウイルス感染症 に向き合 いなが ら経済 を活性化 させ るためにも、最低賃金

額 を大 き く引き上 げることが重要であ る。

世界的な経済 の停滞 と物価上昇 の中で、多 くの国が最賃 を大幅 に引き上 げ

ている。フランスでは、 2021年 1月 に 10.25ユ ーロ、同年 10月 に

10.48ユ ー ロ、 2022年 5月 には 10.85%に 引 き上 げられた。 ド

イツでは、 2021年 7月 に 9.60ユ ー ロに引き上 げられたが、 2022

年 1月 に 9.82ユ ー ロとな り、7月 には 10.45ユ ーロヘ引上 げとなる。

さらに、同年 10月 か ら 12ユ ー ロに引き上 げることについて国会 で審議 中

である。イギ リスで も、2021年 4月 か ら23歳 以上の労働者 の最低賃金

が 8.91ポ ン ドに引き上 げられたが、さらに 2022年 4月 か ら9.5ポ

ン ドに引き上 げられた。韓国では、2021年 1月 に 8720ウ ォンに引 き



上 げられたが、2022年 1月 か ら9160ウ ォンに引 き上 げられた。この

ように多 くの国で、コロナ禍 で経済が停滞 し物価 も上昇す る状況下 において

も最低賃金 の大幅引上 げが実現 してお り、我が国で も2022年 において大

幅引上 げが必要である。

最低賃金 の地域間格差が依然 として大 き く、格差が是正 していないことは

重大 な問題 である。2021年 の岩手県の最低賃金 は 821円 であ り、最 も

高い東京都で時給 1041円 とは 220円 の開 きがある。最低賃金 の高低 と

人 口の転入出には強い相関関係があ り、最低賃金 の低 い地方 の経済 が停滞 し、

地域間の格差が縮 まるどころか、む しろ拡大 している。都市部への労働力の

集中を緩和 し、地域 に労働力 を確保す ることは、地域経済 の活性化 のみな ら

ず、都市部での一極集中か ら来 る様 々な リス クを分散す る上で も極 めて有効

である。

地域別最低賃金 を決定す る際の考慮要素 とされ る労働者 の生計費 は、最近

の調査 によれば、都市部 と地方の間で、ほ とん ど差がない ことが明 らかにな

ってい る。 これ は、地方では、都市部 に比べて住居費が低廉 であ るものの、

公共交通機関の利用 が制限 され るため、通勤その他 の社会生活 を営むために

自動車の保有 を余儀 な くされ ることが背景 にある。そ もそ も、最低賃金 は、

「健康 で文化的な最低限度 の生活」を営むために必要な最低生計費 を下回 る

ことは許 されない。労働者 の最低生計費 に地域間格差 がほ とん ど存在 しない

以上、仝国一律最低賃金制度 を実現すべ きである。

現在、厚生労働省の中央最低賃金審議会 において「 目安制度 のあ り方 に関

す る全員協議会」が設置 され検討がなされてお り、2023年 3月 をめ どに

報告がまとめ られ る予定である。中央最低賃金審議会 は、地域別最低賃金 引

上額 の目安 を決定す るに当たって、全国をA～ Dの 4つ に区分 し、これ まで

はそれぞれの引上額 の目安 に差 を設 けていた。 しか しなが ら、 2020年 、

2021年 は、A～ D全 ての地域 に一律の 目安額 を示 した。さらに C、 D地



域 の地方最低賃金審議会では目安額 を上回 る答 申が相次いだ。全員協議会 に

おいては、地域間格差 の拡大 をもた らした 目安制度が もはや機能不全 に陥 っ

た現状 を直視 し、目安制度 に変わ る抜本的改正策 として、全国一律制実現 に

向けた提言 をなすべ きであ る。

最低賃金引上 げに伴 う中小企業への支援策 について、現在、国は「業務改

善助成金J制 度 によ り、影響 を受 ける中小企業 に対す る支援 を実施 してい る。

しか し、利用件数 はご く少数 である。我が国の経済 を支 えている中小企業が、

最低賃金 を引 き上 げて も円滑 に企業運営 を行 え るよ うに充分 な支援策 を講

じることが必要である。具体的には、社会保 険料 の事業主負担部分 を免除・

軽減す ることによる支援策が有効 であると考 えられ る。

最低賃金 の引上 げは消費 を増や し、経済 を活性化 させ、日本経済 の底上 げ

をはか る上で重要であ り、地域経済 を活性化 させ る効果 も大 きい。当会 は、

引き続 き国に対 し中小企業への充分 な支援策 を求め るとともに、中央最低賃

金審議会 と岩手地方最低賃金審議会 において、労働者 の健康 で文化的な生活

水準 を保障 し、地域間格差解消 を図 るべ く、最低賃金 の大幅な引上 げを答 申

すべ きことを求め るものであ る。

2022年 6月 27日

岩手弁護士会会長 長 谷川
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